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その他労働者派遣事業の業務に関する参考事項

派遣労働者の賃金以外に必要となる経費は、主に以下のとおりです。

・派遣労働者の社会保険料 派遣労働者の社会保険料(健康保険、厚生年金保険）の約半分

・派遣労働者の有給休暇費用 派遣労働者が有給休暇を取得した際の賃金

・求人費、教育訓練費、福利厚生費 求人を募集する際の広告費、教育訓練の実施費用、福利厚生費(健康診断、労働保険等)

・その他経費 営業担当者の人件費、車両費、事務所家賃、その他事業運営のために必要な経費

労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定に関する事項

・労使協定の締結をしているか否か

・労使協定対象労働者の範囲

・労使協定の有効期限

派遣労働者のキャリア支援制度に関する事項

・キャリアコンサルティング

プラスエム事務所内

新内美奈子

0979-64-7793

・教育訓練

雇用安定措置を講じた人数

人

人

人

人

労働者派遣法第23条第5項に基づき弊社の労働者派遣事業の状況に関する情報を提供いたします。

事業所名称

事業所所在地

対象期間 2025年3月1日～2026年2月28日

株式会社プラスエム

大分県中津市大字島田134番地19

派遣スタッフの皆様へ

2026年6月

種類 対象者 方法

連絡先

39

10

相談を行う場所

相談窓口

2027年3月31日

⑤マージン率※上記の(③-④)/③小数点第3位以下を四捨五入

13,893

10,075

①派遣労働者数（2026年6月1日付）

②派遣先事業所数（2026年2月28日付）

階層別訓練 入社4年目以降 OFF-JT

新規採用者訓練 全派遣社員 O-JT

職能別訓練 入社2年目以降 O-JT

有給

有給

安全衛生 全派遣社員 O-JT/OFF-JT 派遣元・派遣先 2.5時間

有給派遣元・派遣先 2時間

費用負担

無償

無償

無償

無償

派遣先 8時間

実施主体 実施時間

派遣先 8時間

賃金支給

有給

派遣労働者以外の労働者として無期雇用した人数

その他の措置を講じた人数

1

5

5

0

派遣先に直接雇用を依頼した人数

新たな派遣先の提供を講じた人数

③2025年度労働者派遣の料金1日（8時間当たり）の額の平均

④2025年度派遣労働者の賃金1日（8時間当たり）の額の平均

27.5

全ての派遣労働者

締結済


